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(57)【要約】
　器官画像撮影装置（１）は、生体の舌を撮影する撮像
部（３）と、演算部（１６）とを備える。演算部（１６
）は、撮像部（３）にて取得される舌の撮影画像のデー
タから得られる色度値を用いた演算により、健康度に関
する複数の指標のうちの少なくとも１つについての状態
を示す数値を算出し、出力する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体の舌を撮影する撮像部と、
　前記撮像部にて取得される舌の撮影画像のデータから得られる色度値を用いた演算によ
り、健康度に関する複数の指標のうちの少なくとも１つについての状態を示す数値を算出
し、出力する演算部とを備えていることを特徴とする器官画像撮影装置。
【請求項２】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の左右方向の中央部の、上部、中部、下部の３つの領
域のうち、前記指標に応じた領域で得られる値であることを特徴とする請求項１に記載の
器官画像撮影装置。
【請求項３】
　前記色度値は、赤、緑、青の画像データの少なくともいずれかを含む基準データに対す
る、赤の画像データの比率、緑の画像データの比率、または青の画像データの比率であっ
て、１以外の値であることを特徴とする請求項２に記載の器官画像撮影装置。
【請求項４】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記上部の領域における、前記基準データに対する
青の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての最高血圧または最低血
圧の数値を算出することを特徴とする請求項３に記載の器官画像撮影装置。
【請求項５】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記上部の領域における、前記基準データに対する
赤の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての便秘の状態を示す数値
を算出することを特徴とする請求項３または４に記載の器官画像撮影装置。
【請求項６】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての下痢の状態を示す数値
を算出することを特徴とする請求項３から５のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
【請求項７】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての疲労による倦怠の状態
を示す数値を算出することを特徴とする請求項３から６のいずれかに記載の器官画像撮影
装置。
【請求項８】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
青の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての血液循環の状態を示す
数値を算出することを特徴とする請求項３から７のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
【請求項９】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
赤の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての体温の数値を算出する
ことを特徴とする請求項３から８のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
【請求項１０】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての気管支の状態を示す数
値を算出することを特徴とする請求項３から９のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
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【請求項１１】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、
　前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標としての筋肉疲労の状態を示す
数値を算出することを特徴とする請求項３から１０のいずれかに記載の器官画像撮影装置
。
【請求項１２】
　前記基準データは、赤、緑、青の画像データの総和であることを特徴とする請求項３か
ら１１のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
【請求項１３】
　前記演算部でから出力された前記数値を表示または音声出力する出力部をさらに備えて
いることを特徴とする請求項１から１２のいずれかに記載の器官画像撮影装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の器官である舌を撮影して、健康度の診断に必要な情報を抽出する器官
画像撮影装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、人間の健康状態を把握する手法として、健康診断での生化学検査、体力測定、質
問票による自覚症状の記述、などが知られている。
【０００３】
　しかし、健康診断および体力測定は、費用や時間がかかり、日常の体調変化のモニタリ
ングには適さない。また、質問票では、自覚症状を回答しているため、個人差が大きく、
過去の履歴や他人のデータと適切に比較することが難しい。
【０００４】
　そこで、近年では、デジタルカメラを用いて舌を撮影し、その画像の特徴量を用いて健
康度を診断するシステムが提案されている。例えば、特許文献１では、舌画像から得られ
る多くの特徴量から、１種類の出力情報（具体的にはマハラノビス距離）を算出すること
により、撮影された舌を持つ人についての総合的な健康度の判定を容易にかつ客観的に行
うことが可能となっている。このように、マハラノビス距離を用いて健康度判定を総合的
に行うシステムは、例えば特許文献２でも提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４４８７５３５号公報（請求項１、段落〔０００６〕、〔００１８
〕、〔００９６〕等参照）
【特許文献２】特許第４６４９９６５号公報（請求項１、段落〔０００８〕等参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記した特許文献１および２のシステムは、撮影された舌の画像から、総合
的な（単一の）健康度判定を行うものであり、健康度に関する複数の指標（例えば血圧や
体温）についての情報が得られるものではない。そのため、使用者は、自分の体調や症状
を細かく把握することはできず、体調や症状に合った市販薬を購入したり、体調や症状に
合った医療機関を受診するなど、具体的な対応を決定することが容易ではない。
【０００７】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、使用者の日常
の体調変化の管理、現在の情報と過去の履歴や他人の情報との比較、および体調や症状に
合った具体的な対応の決定が容易となる器官画像撮影装置を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一側面に係る器官画像撮影装置は、生体の舌を撮影する撮像部と、前記撮像部
にて取得される舌の撮影画像のデータから得られる色度値を用いた演算により、健康度に
関する複数の指標のうちの少なくとも１つについての状態を示す数値を算出し、出力する
演算部とを備えている。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成によれば、健康度に関する複数の指標の少なくともいずれかについて算出され
た数値をもとに、使用者の日常の体調変化の管理、過去の履歴や他人のデータとの比較、
体調や症状に応じた具体的な対応の決定が容易となる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明の実施の一形態に係る器官画像撮影装置の外観を示す斜視図である。
【図２】上記器官画像撮影装置の概略の構成を示すブロック図である。
【図３】撮影対象に対する、上記器官画像撮影装置の照明部と撮像部との位置関係を示す
説明図である。
【図４】上記撮像部による舌の撮影画像と、エッジ抽出フィルタと、上記撮影画像から上
記エッジ抽出フィルタを用いて抽出される舌の輪郭線とを示す説明図である。
【図５】上記舌の輪郭線と、色度値を演算する３つの領域との位置関係を示す説明図であ
る。
【図６】上記舌の撮影画像の上部領域におけるＢ比率と、最高血圧／最低血圧との関係を
示すグラフである。
【図７】上記舌の撮影画像の上部領域におけるＲ比率と、便秘の状態との関係を示すグラ
フである。
【図８】上記舌の撮影画像の中部領域におけるＧ比率と、下痢の状態との関係を示すグラ
フである。
【図９】上記舌の撮影画像の中部領域におけるＧ比率と、全身の倦怠感との関係を示すグ
ラフである。
【図１０】上記舌の撮影画像の中部領域におけるＢ比率と、眼下のクマの状態との関係を
示すグラフである。
【図１１】上記舌の撮影画像の下部領域におけるＲ比率と、体温との関係を示すグラフで
ある。
【図１２】上記舌の撮影画像の下部領域におけるＧ比率と、喉の痛みとの関係を示すグラ
フである。
【図１３】上記舌の撮影画像の下部領域におけるＧ比率と、足のつり具合との関係を示す
グラフである。
【図１４】上記器官画像撮影装置における動作の流れを示すフローチャートである。
【図１５】上記舌の撮影画像の上部領域におけるＢ／Ｒの比と、最高血圧および最低血圧
との関係を示すグラフである。
【図１６】上記舌の撮影画像の上部領域におけるＢ／（Ｒ＋Ｇ）の比と、最高血圧および
最低血圧との関係を示すグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。なお
、本明細書において、数値範囲をＡ～Ｂと表記した場合、その数値範囲に下限Ａおよび上
限Ｂの値は含まれるものとする。
【００１２】
　〔器官画像撮影装置の全体構成〕
　図１は、本実施形態の器官画像撮影装置１の外観を示す斜視図であり、図２は、器官画



(5) JP WO2015/114950 A1 2015.8.6

10

20

30

40

50

像撮影装置１の概略の構成を示すブロック図である。器官画像撮影装置１は、生体の器官
である舌を撮影して、健康度の診断に必要な情報を抽出するものである。
【００１３】
　上記の器官画像撮影装置１は、照明部２、撮像部３、表示部４、操作部５、通信部６お
よび音声出力部７を備えている。照明部２は筐体２１に設けられており、照明部２以外の
構成（例えば撮像部３、表示部４、操作部５、通信部６、音声出力部７）は、筐体２２に
設けられている。筐体２１と筐体２２とは相対的に回転可能に連結されているが、必ずし
も回転は必要ではなく、一方が他方に完全に固定されていてもよい。なお、上記の照明部
２等は、単一の筐体に設けられていてもよい。また、器官画像撮影装置１は、多機能携帯
情報端末で構成されてもよい。
【００１４】
　照明部２は、撮影対象を上方より照明する照明器で構成されている。照明部２の光源と
しては、色再現性を向上するため、例えばキセノンランプなどの昼光色を発光するものを
用いている。光源の明るさは、撮像部３の感度や撮影対象までの距離により異なるが、一
例としては、撮影対象の照度が１０００～１００００ｌｘとなるような明るさを考えるこ
とができる。照明部２は、上記の光源の他に、点灯回路や調光回路を有しており、照明制
御部１１からの指令によって点灯／消灯および調光が制御される。
【００１５】
　撮像部３は、照明部２による照明下で、生体の器官（ここでは舌）を撮影して画像を取
得するものであり、撮像レンズとエリアセンサ（撮像素子）とを有している。撮像レンズ
の絞り（レンズの明るさ）、シャッター速度、焦点距離は、撮影対象の全ての範囲に焦点
が合うように設定されている。一例としては、Ｆナンバー：１６、シャッター速度：１／
１２０秒、焦点距離：２０ｍｍである。
【００１６】
　エリアセンサは、例えばＣＣＤ（Charge　Coupled  Device）やＣＭＯＳ（Complementa
ry  Metal　Oxide  Semiconductor）のような撮像素子で構成されており、撮影対象の色
および形状を十分に検出できるように、感度や解像度などが設定されている。一例として
は、感度：６０ｄｂ、解像度：１０００万画素である。
【００１７】
　撮像部３による撮影は、撮像制御部１２によって制御されている。また、撮像部３は、
撮像レンズやエリアセンサの他にも、不図示のフォーカス機構、絞り機構、駆動回路およ
びＡ／Ｄ変換回路などを有しており、撮像制御部１２からの指令により、フォーカスや絞
りの制御、Ａ／Ｄ変換などが制御される。撮像部３では、撮影画像のデータとして、赤（
Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）のそれぞれについて、例えば８ビットで０～２５５のデータが
取得される。
【００１８】
　図３は、撮影対象（舌や顔）に対する照明部２と撮像部３との位置関係を示す説明図で
ある。同図に示すように、撮像部３は、撮影対象に正対して配置されている。照明部２は
、撮影対象を通る撮像部３の撮影光軸Ｘに対して、例えば０°～４５°の角度Ａで撮影対
象を照明するように配置されている。なお、撮影光軸Ｘとは、撮像部３が有する撮像レン
ズの光軸を指す。
【００１９】
　照明時の角度Ａが大きいと、上唇の影により、舌を撮影できる範囲が小さくなる。逆に
、角度Ａが小さいと、正反射による色とびが大きくなる。以上のことを考慮すると、照明
時の角度Ａの好ましい範囲は、１５°～３０°である。
【００２０】
　表示部４は、不図示の液晶パネル、バックライト、点灯回路および制御回路を有してお
り、撮像部３での撮影によって取得される画像や、後述する演算部１６にて算出されて出
力された情報を表示する。また、表示部４は、通信部６を介して外部から取得した情報（
例えば外部の医療機関に情報を送信して診断された結果）を表示することもできる。表示
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部４における各種の情報の表示は、表示制御部１３によって制御されている。
【００２１】
　操作部５は、撮像部３による撮影を指示するための入力部であり、ＯＫボタン（撮影実
行ボタン）５ａおよびＣＡＮＣＥＬボタン５ｂで構成されている。本実施形態では、表示
部４および操作部５を、共通のタッチパネル表示装置３１で構成し、タッチパネル表示装
置３１における表示部４の表示領域と操作部５の表示領域とを別々にしている。タッチパ
ネル表示装置３１における操作部５の表示は、操作制御部１４によって制御される。なお
、操作部５は、タッチパネル表示装置３１以外の入力部で構成されてもよい（タッチパネ
ル表示装置３１の表示領域外の位置に操作部５を設けてもよい）。
【００２２】
　通信部６は、撮像部３にて取得された画像のデータや、後述する演算部１６で算出され
て出力された情報を、通信回線（有線や無線を含む）を介して外部に送信したり、外部か
らの情報を受信するためのインターフェースである。通信部６における情報の送受信は、
通信制御部１８によって制御されている。
【００２３】
　音声出力部７は、各種の情報を音声で出力するものであり、例えばスピーカーで構成さ
れる。音声で出力される情報には、演算部１６で演算された結果（指標ごとの数値）が含
まれる。音声出力部７における音声出力は、音声出力制御部１９によって制御される。
【００２４】
　また、器官画像撮影装置１は、さらに、照明制御部１１、撮像制御部１２、表示制御部
１３、操作制御部１４、画像処理部１５、演算部１６、記憶部１７、通信制御部１８、音
声出力制御部１９およびこれらの各部を制御する全体制御部２０を備えている。照明制御
部１１、撮像制御部１２、表示制御部１３、操作制御部１４、通信制御部１８および音声
出力制御部１９は、上述したように、照明部２、撮像部３、表示部４、操作部５、通信部
６および音声出力部７をそれぞれ制御する。全体制御部２０は、例えばＣＰＵ（Central 
 Processing  Unit）で構成されている。なお、照明制御部１１、撮像制御部１２、表示
制御部１３、操作制御部１４、通信制御部１８および音声出力制御部１９と、全体制御部
２０とは、一体的に（例えば１つのＣＰＵで）構成されてもよい。
【００２５】
　画像処理部１５は、撮像部３にて取得された画像から器官の輪郭線を抽出する機能を有
する。器官の輪郭線の抽出は、撮影画像の輝度エッジ（画像の中で急激に明るさが変化し
ている部分）を抽出することによって行うことができ、輝度エッジの抽出は、例えば図４
に示すようなエッジ抽出フィルタを用いて行うことができる。エッジ抽出フィルタは、１
次微分をするときに（隣接画素間で画像データの差分をとるときに）、注目画素の近傍の
画素に重みを付けるフィルタである。
【００２６】
　このようなエッジ抽出フィルタを用い、例えば、撮影画像の各画素のＧの画像データに
ついて、注目画素と近傍画素とで画像データの差分を取り、その差分値が所定の閾値を超
える画素を抽出することで、輝度エッジとなる画素を抽出できる。舌の周囲には、その影
に起因する輝度差が存在するため、上記のように輝度エッジとなる画素を抽出することに
より、舌の輪郭線を抽出することができる。なお、ここでは、輝度への影響が最も大きい
Ｇの画像データを演算に用いているが、ＲやＢの画像データを用いてもよい。
【００２７】
　なお、東洋医学では、舌の中央部に見られる斑点状の白い部分を苔と言い、その色を苔
色と呼んでいる。また、舌における上記以外の赤い部分の色を舌色と呼んでいる。
【００２８】
　記憶部１７は、撮像部３にて取得した画像のデータ、画像処理部１５で取得したデータ
、演算部１６で算出されたデータ、外部から受信した情報などを記憶したり、上述した各
種の制御部を動作させるためのプログラムを記憶するメモリである。
【００２９】
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　演算部１６は、撮像部３にて取得される舌の撮影画像のデータから色度値を求め、得ら
れた色度値を用いた演算により、健康度に関する複数の指標（判定項目）の少なくとも１
つについての状態を示す数値を算出し、出力するものである。上記の指標としては、例え
ば、最高血圧／最低血圧、便秘の状態、下痢の状態、疲労による倦怠の状態（全身の倦怠
感の有無）、血液循環の状態、体温、気管支の状態、筋肉疲労の状態、がある。演算部１
６にて算出された上記数値は、表示部４に表示されたり、音声出力部７から音声で出力さ
れる。したがって、表示部４および音声出力部７は、演算部１６にて算出され、出力され
た上記数値を表示または音声出力する出力部を構成していると言える。また、演算部１６
にて算出された上記数値のデータは、通信部６を介して外部の端末装置に出力されてもよ
い。
【００３０】
　ここで、上記数値を算出するために用いられる色度値は、舌の撮影画像の左右方向の中
央部の、上部、中部、下部の３つの領域のいずれかの、上記指標に応じた最適な領域にお
いて求められる。以下、上記３つの領域についてまず説明する。
【００３１】
　〔色度値演算領域について〕
　図５は、舌の輪郭線Ｑと、色度値を演算する３つの領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３との位置関係
を示している。各領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、舌の撮影画像の左右方向の中央部の、上部、
中部、下部の各領域にそれぞれ対応している。各領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３は、画像処理部１
５にて抽出された輪郭線Ｑの上下方向の長さをＨとし、左右方向の長さ（幅）をＷとして
、同図に示すサイズおよび位置関係で設定される。なお、各領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３のサイ
ズは一例であり、これに限定されるわけではない。このように色度値を演算する領域とし
て、３つの領域Ｒ１、Ｒ２、Ｒ３を設定した理由は、以下の通りである。
【００３２】
　東洋医学（漢方医学）で用いられている舌診には、様々な診断項目が提案されている。
主要な診断項目は、舌の色と形（厚さ）、苔の色と形（厚さ）の４種である。苔は、舌粘
膜の乳頭組織が角化したものであり、舌の左右方向の中央の上下に帯状の領域において、
上部から中部に存在し、特に上部の領域に多い。したがって、苔の色の変化は、上部の領
域Ｒ１の色度の変化として現れる。つまり、苔の色は、角化組織の分量により、白から茶
色を呈するため、上部の領域Ｒ１では、ＲＧＢの画像データのうちで、主にＧ成分が増減
する。
【００３３】
　一方、舌の色は、一般に、苔の無い左右端部か、下部で診断されている。舌の左右端部
は、表面の凹凸により照明光の当たり方が変化して、濃淡が発生しやすい。このため、舌
の色は、下部の領域Ｒ３の画像データを用いて判断することが望ましい。舌の色は、血液
の色を反映するため、領域Ｒ３では、ＲＧＢの画像データのうちで、主にＲ成分またはＢ
成分が増減する。つまり、舌の色が変化すると、下部の領域Ｒ３の色度も変化する。
【００３４】
　また、苔の厚さは、下地となる舌の色との差異を用いて検出することができる。すなわ
ち、舌の撮影画像における左右方向の中央において、上部と下部との間の中部の色が、上
部の色に近ければ苔が厚く、下部の色に近ければ苔が薄いことになる。したがって、苔の
厚さの変化は、中部の領域Ｒ２の色度の変化として現れる。つまり、苔は、厚くなると舌
の赤色から苔の白色に変化するため、領域Ｒ２では、ＲＧＢの画像データのうちで、主に
Ｒ成分またはＧ成分が増減する。
【００３５】
　したがって、各領域Ｒ１～Ｒ３の少なくともいずれかの色度値を用いることにより、色
度値から舌や苔の色または形を判断して健康度を診断する東洋医学の診断法（舌診）を再
現することができる。
【００３６】
　このとき、色度値として、各領域Ｒ１～Ｒ３における、ＲＧＢの画像データの総和から
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なる基準データに対する、Ｒの画像データの比率（Ｒ比率）、Ｇの画像データの比率（Ｇ
比率）、またはＢの画像データの比率（Ｂ比率）を考えることにより、舌の撮影時の明る
さの影響を確実に低減することができる。つまり、撮影時に明るいと、ＲＧＢの画像デー
タの少なくともいずれかが増大するが、上記総和からなる基準データに対する所望の色の
画像データの比率を色度値として用いることにより、撮影時の明るさによって、色度値お
よび算出される指標の数値が変化するのを低減することができる。
【００３７】
　なお、各領域Ｒ１～Ｒ３におけるＲ比率とは、各領域Ｒ１～Ｒ３のそれぞれにおいて、
各画素のＲ比率の平均を考えることができる。また、Ｇ比率、Ｂ比率についても同様に、
各領域Ｒ１～Ｒ３のそれぞれにおけるＧ比率、Ｂ比率の平均を考えることができる。
【００３８】
　なお、上記した色度値は、ＲＧＢ以外の様々な表色系（例えばＹｘｙ、Ｌａｂなど）を
用いて数値化してもよく、いずれの場合でも、東洋医学の診断法（舌診）を再現すること
ができる。
【００３９】
　〔指標の数値化について〕
　次に、演算部１６が上記色度値を用いた演算によって、健康度に関する複数の指標を数
値化する具体例について説明する。なお、以下で示すＲ比率、Ｇ比率、Ｂ比率とは、上記
と同様に、ＲＧＢの画像データの総和に対するＲの画像データの比率（Ｒ／（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ
））、Ｇの画像データの比率（Ｇ／（Ｒ＋Ｇ＋Ｂ））、Ｂの画像データの比率（Ｂ／（Ｒ
＋Ｇ＋Ｂ））のことを指すものとする。
【００４０】
　本願発明者は、舌の撮影画像から抽出した特徴量と、健康度に関する検査項目との関連
性について調査した。抽出した特徴量は、舌の撮影画像における上記３つの領域Ｒ１～Ｒ
３のそれぞれにおけるＲ比率、Ｇ比率およびＢ比率（合計９個）である。検査項目は、生
活状況、体調などに関する３０項目と、体温、脈拍、血圧などの５項目の計３５項目であ
る。なお、前者の３０項目については、個別の質問によって回答を取得し、後者の５項目
については、実際の測定によって調べた。その結果、いくつかの項目間に関連性があるこ
とを見出した。
【００４１】
　（血圧について）
　図６は、舌の撮影画像の上部領域（領域Ｒ１）におけるＢ比率と、最高血圧／最低血圧
との関係を示すグラフである。同図より、最高血圧、最低血圧のどちらが上昇しても、上
部領域のＢ比率が低下し、両者に相関があることがわかる。したがって、両者の関係を示
す回帰式（近似式）を求めることができれば、この回帰式を利用して、上部領域のＢ比率
から最高血圧／最低血圧を推定することができる。
【００４２】
　具体的に、図６に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、
以下の式が得られた。ただし、変数ｘは上部領域のＢ比率であり、変数ｙは血圧（ｍｍＨ
ｇ）である。
　最高血圧：ｙ＝－９５０ｘ＋４００
　最低血圧：ｙ＝－１０００ｘ＋４００
【００４３】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータ（ＲＧＢの画像データ）から上部領
域のＢ比率を求め、これを上記のいずれかの回帰式に代入することにより、健康度に関す
る指標としての最高血圧／最低血圧の数値を算出することができる。
【００４４】
　なお、上部領域のＢ比率と最高血圧／最低血圧との関係には、個人差があることが分か
っている。個人差を補正して算出精度を高めるためには、データのサンプリングを一定期
間行って、両者の関係式（回帰式）を求め、この回帰式を用いて最高血圧／最低血圧を算
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出するようにすればよい。
【００４５】
　（便秘について）
　図７は、舌の撮影画像の上部領域（領域Ｒ１）におけるＲ比率と、便秘の状態との関係
を示すグラフである。なお、便秘の状態については、その自覚症状を４段階で数値化した
ときのランク（０～３）で示す。このとき、ランクが０から３に向かうにつれて便秘がひ
どくなるものとする。同図より、便秘がひどくなると、上部領域のＲ比率が増加し、両者
に相関があることがわかる。したがって、両者の関係を示す回帰式を求めることができれ
ば、この回帰式を利用して、上部領域のＲ比率から便秘の状態を推定することができる。
【００４６】
　具体的に、図７に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、
以下の式が得られた。ただし、変数ｘは上部領域のＲ比率であり、変数ｙは便秘の状態を
示す数値（ランク）である。
　ｙ＝８０ｘ－３０
【００４７】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから上部領域のＲ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての便秘の状態を示す数値
（ランク）を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最低血
圧の算出の場合と同様である。
【００４８】
　（下痢について）
　図８は、舌の撮影画像の中部領域（領域Ｒ２）におけるＧ比率と、下痢の状態との関係
を示すグラフである。なお、下痢の状態については、その自覚症状を４段階で数値化した
ときのランク（０～３）で示す。このとき、ランクが０から３に向かうにつれて下痢がひ
どくなるものとする。同図より、下痢がひどくなると、中部領域のＧ比率が増加し、両者
に相関があることがわかる。したがって、両者の関係を示す回帰式を求めることができれ
ば、この回帰式を利用して、中部領域のＧ比率から下痢の状態を推定することができる。
【００４９】
　具体的に、図８に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、
以下の式が得られた。ただし、変数ｘは中部領域のＧ比率であり、変数ｙは下痢の状態を
示す数値（ランク）である。
　ｙ＝１９０ｘ－６０
【００５０】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから中部領域のＧ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての下痢の状態を示す数値
（ランク）を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最低血
圧の算出の場合と同様である。
【００５１】
　（疲労による倦怠について）
　図９は、舌の撮影画像の中部領域（領域Ｒ２）におけるＧ比率と、全身の倦怠感との関
係を示すグラフである。なお、倦怠感については、その自覚症状を４段階で数値化したと
きのランク（０～３）で示す。このとき、ランクが０から３に向かうにつれて倦怠感が増
大する（ひどくなる）ものとする。同図より、倦怠感が増大すると、中部領域のＧ比率が
減少し、両者に相関があることがわかる。したがって、両者の関係を示す回帰式を求める
ことができれば、この回帰式を利用して、中部領域のＧ比率から疲労による倦怠の状態を
推定することができる。
【００５２】
　具体的に、図９に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、
以下の式が得られた。ただし、変数ｘは中部領域のＧ比率であり、変数ｙは倦怠感を示す
数値（ランク）である。
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　ｙ＝－１８０ｘ＋６０
【００５３】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから中部領域のＧ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての疲労による倦怠の状態
を示す数値（ランク）を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血
圧／最低血圧の算出の場合と同様である。
【００５４】
　（血液循環について）
　図１０は、舌の撮影画像の中部領域（領域Ｒ２）におけるＢ比率と、眼下のクマの状態
との関係を示すグラフである。なお、クマの状態については、その程度を自己評価により
４段階で数値化したときのランク（０～３）で示す。このとき、ランクが０から３に向か
うにつれてクマが濃く現れ、血液循環が悪くなっているものとする。同図より、クマが濃
く、血液循環が悪くなると、中部領域のＢ比率が増加し、両者に相関があることがわかる
。したがって、両者の関係を示す回帰式を求めることができれば、この回帰式を利用して
、中部領域のＢ比率から血液循環の状態を推定することができる。
【００５５】
　具体的に、図１０に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると
、以下の式が得られた。ただし、変数ｘは中部領域のＢ比率であり、変数ｙは眼下のクマ
の状態を示す数値（ランク）である。
　ｙ＝３０ｘ－１０
【００５６】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから中部領域のＢ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての血液循環の状態を示す
数値（ランク）を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最
低血圧の算出の場合と同様である。
【００５７】
　（体温について）
　図１１は、舌の撮影画像の下部領域（領域Ｒ３）におけるＲ比率と、体温との関係を示
すグラフである。同図より、体温が上昇すると、下部領域のＲ比率が増加し、両者に相関
があることがわかる。したがって、両者の関係を示す回帰式を求めることができれば、こ
の回帰式を利用して、下部領域のＲ比率から体温を推定することができる。
【００５８】
　具体的に、図１１に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると
、以下の式が得られた。ただし、変数ｘは下部領域のＲ比率であり、変数ｙは体温（℃）
である。
　ｙ＝１５ｘ＋３０
【００５９】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから下部領域のＲ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての体温の数値を算出する
ことができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最低血圧の算出の場合と同様
である。
【００６０】
　（気管支の状態について）
　図１２は、舌の撮影画像の下部領域（領域Ｒ３）におけるＧ比率と、喉の痛みとの関係
を示すグラフである。なお、喉の痛みについては、その自覚症状を４段階で数値化したと
きのランク（０～３）で示す。このとき、ランクが０から３に向かうにつれて喉の痛みが
増大し、気管支の状態が悪くなっているものとする。同図より、喉の痛みが増大し、気管
支の状態が悪くなると、下部領域のＧ比率が減少し、両者に相関があることがわかる。し
たがって、両者の関係を示す回帰式を求めることができれば、この回帰式を利用して、下
部領域のＧ比率から気管支の状態を推定することができる。
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【００６１】
　具体的に、図１２に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると
、以下の式が得られた。ただし、変数ｘは下部領域のＧ比率であり、変数ｙは喉の痛みの
状態を示すランクである。
　ｙ＝－８０ｘ＋２０
【００６２】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから下部領域のＧ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての気管支の状態を示す数
値を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最低血圧の算出
の場合と同様である。
【００６３】
　（筋肉疲労の状態について）
　図１３は、舌の撮影画像の下部領域（領域Ｒ３）におけるＧ比率と、足のつり具合（足
の筋肉の収縮・けいれんの度合い）との関係を示すグラフである。なお、足のつり具合に
ついては、その自覚症状を４段階で数値化したときのランク（０～３）で示す。このとき
、ランクが０から３に向かうにつれて足のつり具合が増大し、筋肉疲労が増大しているも
のとする。同図より、足のつり具合が増大し、筋肉疲労が増大すると、下部領域のＧ比率
が増加し、両者に相関があることがわかる。したがって、両者の関係を示す回帰式を求め
ることができれば、この回帰式を利用して、下部領域のＧ比率から筋肉疲労の状態を推定
することができる。
【００６４】
　具体的に、図１３に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると
、以下の式が得られた。ただし、変数ｘは下部領域のＧ比率であり、変数ｙは足のつり具
合を示すランクである。
　ｙ＝１７０ｘ－５０
【００６５】
　したがって、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから下部領域のＧ比率を求め、これ
を上記回帰式に代入することにより、健康度に関する指標としての筋肉疲労の状態を示す
数値を算出することができる。なお、個人差の補正については、最高血圧／最低血圧の算
出の場合と同様である。
【００６６】
　〔制御フロー〕
　図１４は、本実施形態の器官画像撮影装置１における動作の流れを示すフローチャート
である。器官画像撮影装置１は、操作部５または不図示の入力部により、撮影指示を受け
付けると、照明制御部１１は照明部２を点灯させて（Ｓ１）、照度等の撮影条件の設定を
行う（Ｓ２）。撮影条件の設定が終了すると、撮像制御部１２は撮像部３を制御して撮影
対象である舌を撮影する（Ｓ３）。
【００６７】
　撮影が終了すると、画像処理部１５は、舌の撮影画像から舌の輪郭線Ｑを抽出する（Ｓ
４）。そして、演算部１６は、抽出された輪郭線Ｑから、舌の上下端および左右端を検出
し、図５で示したように、輪郭線Ｑを基準として、色度値を求める３つの領域Ｒ１～Ｒ３
を設定する（Ｓ５）。
【００６８】
　次に、演算部１６は、舌の撮影画像のデータから、各領域Ｒ１～Ｒ３における色度値、
すなわち、Ｒ比率、Ｇ比率、Ｂ比率を求め（Ｓ６）、予め設定された回帰式に色度値を代
入し、健康度に関する複数の指標のそれぞれについての状態を示す数値を算出する（Ｓ７
）。なお、演算部１６は、上記複数の指標のうちの少なくとも１つについての状態を示す
数値を算出すればよく、１つの指標についてのみ数値を算出してもよい。算出した数値は
、演算部１６から出力されて表示部４にて表示され、また、記憶部１７に記憶されるが、
必要に応じて音声出力部７から音声で出力されたり、図示しない出力装置にて記録された
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り、通信部６を介して外部に転送される（Ｓ８）。
【００６９】
　以上のように、本実施形態では、演算部１６が、健康度に関する複数の指標の状態をま
とめて総合的な１つの情報として出力するのではなく、複数の指標のうちの少なくとも１
つについて、個々の状態を具体的な数値として算出し、出力するので、使用者は、その出
力先（例えば表示部４）での情報をもとに、現在の体調や症状を定量的に、細かく判断す
ることが可能となる。これにより、現在の体調や症状に関する情報と過去の履歴や他人の
情報とを比較したり、体調や症状に応じた具体的な対応を決定することが容易となる。例
えば、体調や症状に合った市販薬の選択および購入や、体調や症状に合った医療機関の選
択および受診が容易となる。特に、演算部１６が複数の指標についての状態を示す数値を
算出することで、１つの指標についてのみ数値を算出する場合に比べて、使用者は体調や
症状をより細かく判断することが可能となる。
【００７０】
　また、演算部１６は、撮像部３にて撮影された舌の画像（データ）を利用して演算を行
うため、一般的な健康診断のように、結果の取得までに長期間かかるということはなく、
低コストおよび短時間で指標の数値を取得することができる。その結果、使用者は、算出
された数値を用いて日常の体調変化を管理（モニタリング）することも容易となる。
【００７１】
　特に、演算部１６にて算出された指標ごとの数値が、表示部４に表示される、または音
声出力部７から音声で出力されることにより、使用者は、表示または音声によって上記数
値を即座に把握することができる。その結果、現在の情報と過去の履歴や他人のデータと
の比較が容易となる等の上記の効果を確実に得ることができる。
【００７２】
　また、演算部１６にて算出された指標の数値が外部の端末装置に転送されても、使用者
は上記端末装置にて上記数値を把握できるが、例えば専門医が上記端末装置にて上記数値
を把握することにより、使用者の体調や症状を細かく把握して、市販薬の選択や医療機関
の選択にあたって適切な助言を与えることもできる。
【００７３】
　また、演算部１６は、舌の撮影画像の上部領域（領域Ｒ１）、中部領域（領域Ｒ２）、
下部領域（Ｒ３）のうち、指標に応じた最適な領域で得られるＲ比率、Ｇ比率、Ｂ比率の
いずれかを色度値として用いた演算により、各指標（最高血圧／最低血圧、便秘、下痢、
疲労による倦怠、血液循環、体温、気管支、筋肉疲労）の状態を示す数値を算出するので
、使用者は、各指標ごとに具体的な状態を把握して、その対応を具体的に決定することが
容易となる。
【００７４】
　〔指標の数値化の他の例について〕
　以上では、色度値として、ＲＧＢの画像データの総和からなる基準データに対する、Ｒ
の画像データの比率、Ｇの画像データの比率、またはＢの画像データの比率を用いた例に
ついて説明したが、上記基準データは、ＲＧＢの画像データの総和でなくてもよい。
【００７５】
　図１５は、舌の撮影画像の上部領域（領域Ｒ１）におけるＢ比率と、最高血圧および最
低血圧との関係を示すグラフである。ただし、ここでのＢ比率とは、基準データとしてＲ
の画像データのみを考えたときの、基準データに対するＢの画像データの比率、すなわち
、Ｂ／Ｒ比である。同図においても、最高血圧および最低血圧が上昇すると、上部領域の
Ｂ／Ｒ比が低下し、両者に相関があることがわかる。
【００７６】
　図１５に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、以下の式
が得られた。ただし、変数ｘは上部領域のＢ／Ｒ比であり、変数ｙは血圧（ｍｍＨｇ）で
ある。
　最高血圧：ｙ＝－１８０ｘ＋２７０



(13) JP WO2015/114950 A1 2015.8.6

10

20

30

40

50

　最低血圧：ｙ＝－１５０ｘ＋２００
【００７７】
　したがって、Ｂ／Ｒ比を用いても、上記の回帰式から、最高血圧／最低血圧の数値を算
出することができる。
【００７８】
　図１６は、舌の撮影画像の上部領域（領域Ｒ１）におけるＢ比率と、最高血圧および最
低血圧との関係を示すグラフである。ただし、ここでのＢ比率とは、基準データとしてＲ
の画像データとＧの画像データとの和を考えたときの、基準データに対するＢの画像デー
タの比率、すなわち、Ｂ／（Ｒ＋Ｇ）比である。同図においても、最高血圧および最低血
圧が上昇すると、上部領域のＢ／（Ｒ＋Ｇ）比が低下し、両者に相関があることがわかる
。
【００７９】
　図１６に示した離散的なデータから、回帰式を最小二乗法によって求めると、以下の式
が得られた。ただし、変数ｘは上部領域のＢ／（Ｒ＋Ｇ）比であり、変数ｙは血圧（ｍｍ
Ｈｇ）である。
　最高血圧：ｙ＝－５００ｘ＋３４０
　最低血圧：ｙ＝－５３０ｘ＋３００
【００８０】
　したがって、Ｂ／（Ｒ＋Ｇ）比を用いた場合でも、上記の回帰式から、最高血圧／最低
血圧の数値を算出することができる。
【００８１】
　以上では、指標として最高血圧／最低血圧を例に挙げて説明したが、他の指標（便秘の
状態など）についても、上記と同様に、指標の状態を示す数値を算出できることがわかっ
ている。つまり、色度値として、ＲＧＢの画像データの総和以外の基準データに対するＲ
ＧＢのいずれかの画像データの比を用いても、指標の状態を示す数値を算出することがで
きる。
【００８２】
　ただし、色度値が１となるような基準データの選択は除かれる。例えば、基準データと
してＲの画像データのみを考えた場合、基準データに対するＲの画像データの比率は、Ｒ
の画像データの大小に関係なく１となり、色度値として比率を用いる意味がなくなる。基
準データに対するＧやＢの画像データの比率についても同様である。
【００８３】
　以上のことから、指標の演算に用いる色度値は、ＲＧＢの画像データの少なくともいず
れかを含む基準データに対する、Ｒの画像データの比率、Ｇの画像データの比率、または
Ｂの画像データの比率であって、１以外の値（（画像データ／基準データ）がＲ／Ｒ、Ｇ
／Ｇ、Ｂ／Ｂ以外の値）であればよいと言える。
【００８４】
　〔その他〕
　以上では、撮影対象が人間の舌である場合について説明したが、生体（生きているもの
）であれば人間でなくてもよく、人間以外の動物であってもよい。例えば、ペットや家畜
などの動物の舌であっても、本実施形態の手法を適用して指標の数値を演算し、その数値
に基づいて体調や症状を判断することが可能である。この場合、意思の伝達ができない動
物の体調不良を速やかに、かつ的確に判断することができる。
【００８５】
　以上で説明した器官画像撮影装置は、以下のように表現することができ、これによって
以下の作用効果を奏する。
【００８６】
　以上で説明した器官画像撮影装置は、生体の舌を撮影する撮像部と、前記撮像部にて取
得される舌の撮影画像のデータから得られる色度値を用いた演算により、健康度に関する
複数の指標のうちの少なくとも１つについての状態を示す数値を算出し、出力する演算部
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とを備えている。
【００８７】
　上記の構成によれば、演算部にて、健康度に関する複数の指標の少なくとも１つについ
ての状態が数値として算出され、出力されるので、例えば、出力先が表示部であれば、使
用者は表示部での表示によって上記数値を把握することができ、出力先が音声出力部であ
れば、使用者は音声出力部から出力される音声によって上記数値を把握でき、出力先が外
部の端末装置であれば、使用者は上記端末装置にて上記数値を把握できる。これにより、
使用者は、把握した指標の数値をもとに、体調や症状を定量的にかつ細かく判断すること
が可能となる。その結果、現在の体調や症状に関する情報と過去の履歴や他人の情報との
比較、および体調や症状に応じた具体的な対応の決定が容易となる。また、舌の撮影画像
を利用した演算によって上記数値を算出する構成では、低コストで、かつ、舌の撮影開始
から短時間で上記数値を取得できる。このため、使用者は上記数値を用いて日常の体調変
化を管理することも容易となる。
【００８８】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の左右方向の中央部の、上部、中部、下部の３つの領
域のうち、前記指標に応じた領域で得られる値であることが望ましい。
【００８９】
　東洋医学においては、人間の舌の状態を観察することにより、健康状態や病状を診断す
る診断手法（舌診）が知られている。苔の色、苔の形（厚さ）、舌の色は、舌の撮影画像
の左右方向の中央部の上部、中部、下部の３つの領域の色度にそれぞれ現れる。したがっ
て、演算部が上記３つの領域の少なくともいずれかで得られる色度値を用いて演算を行う
ことにより、東洋医学の診断手法（健康状態や病状の診断）を再現することができる。ま
た、演算部が、上記３つの領域のうち、指標に応じた最適な領域で得られる色度値を用い
て演算を行うことで、指標についての状態を示す数値を精度よく（実際の健康状態に近い
数値として）算出することができる。
【００９０】
　前記色度値は、赤、緑、青の画像データの少なくともいずれかを含む基準データに対す
る、赤の画像データの比率、緑の画像データの比率、または青の画像データの比率であっ
て、１以外の値であってもよい。
【００９１】
　撮影時に明るいと、ＲＧＢの画像データの少なくともいずれかが増大する。基準データ
に対する所望の色の画像データの比率を色度値として用いることにより、撮影時の明るさ
の影響を低減することができる。つまり、撮影時の明るさによって色度値が変動して、算
出される指標の数値が変動するのを低減することができる。
【００９２】
　なお、例えば、基準データがＲの画像データのみからなる場合の、基準データに対する
Ｒの画像データの比率は、Ｒの画像データの大小に関係なく常に１となり、色度値として
比率を用いる意味がなくなるため、このような基準データの選択は除かれる（色度値が１
以外の値の場合に上記の効果を得ることができる）。
【００９３】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記上部の領域における、前記基準データに対する
青の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての最高血圧または最低血圧の数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値
より、最高血圧または最低血圧を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが
容易となる。
【００９４】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記上部の領域における、前記基準データに対する
赤の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての便秘の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より、便
秘の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
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【００９５】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての下痢の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より、下
痢の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
【００９６】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての疲労による倦怠の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数
値より、疲労による倦怠の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが
容易となる。
【００９７】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記中部の領域における、前記基準データに対する
青の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての血液循環の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より
、血液循環の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
【００９８】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
赤の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての体温の数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より、体温を具体的
に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
【００９９】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての気管支の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より、
気管支の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
【０１００】
　前記色度値は、前記舌の撮影画像の前記下部の領域における、前記基準データに対する
緑の画像データの比率であり、前記演算部は、前記比率を用いた演算により、前記指標と
しての筋肉疲労の状態を示す数値を算出してもよい。この場合、使用者は、上記数値より
、筋肉疲労の状態を具体的に把握して、その対応を具体的に決定することが容易となる。
【０１０１】
　前記基準データは、赤、緑、青の画像データの総和であってもよい。撮影時に明るいと
、ＲＧＢの画像データはそれぞれ増大するため、ＲＧＢの画像データの総和からなる基準
データに対する、所望の色の画像データの比率を色度値として考えることにより、撮影時
の明るさの影響を確実に低減できる。
【０１０２】
　前記器官画像撮影装置は、前記演算部から出力された前記数値を表示または音声出力す
る出力部をさらに備えていてもよい。この場合、使用者は、出力部での表示または出力さ
れる音声によって、指標ごとの数値を即座に把握することが可能となり、日常の体調変化
をモニタリングしたり、過去の履歴や他人のデータと比較したり、体調や症状に応じた具
体的な対応を決定することがさらに容易となる。
【産業上の利用可能性】
【０１０３】
　本発明は、生体の器官である舌を撮影して、健康度の診断に必要な情報を抽出する装置
に利用可能である。
【符号の説明】
【０１０４】
　　　１　　　器官画像撮影装置
　　　３　　　撮像部
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　　　４　　　表示部（出力部）
　　　７　　　音声出力部（出力部）
　　１６　　　演算部
　　　Ｑ　　　輪郭線
　　　Ｒ１　　領域（上部の領域）
　　　Ｒ２　　領域（中部の領域）
　　　Ｒ３　　領域（下部の領域）

【図１】 【図２】
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器官图像捕获设备（1）包括用于捕获生物体的舌头的图像捕获部分
（3）和计算部分（16）。 计算单元（16）通过使用从由成像单元（3）
获取的舌头的拍摄图像的数据中获得的色度值进行计算，来计算与健康
度有关的多个指标中的至少一个的状态。 计算并输出指示数值。
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